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（２）進学支援・就学継続支援 
 

教育支援事業 

区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を受給する世帯の中学生とその養育者に

対し、家庭訪問等による就学に関する各種制度や生活保護制度に関する情報提供、進学意欲喚起、

各種相談機関の利用支援等を行い、進学・就学に向けた支援を行います。あわせて高等学校等進

学後の通学継続や高校生世代への支援を行い、将来の自立に向けて選択肢の幅を広げ、貧困の連

鎖を防止します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

   ● ●  
 

高等学校奨学金事業 

経済的理由により高校の修学が困難で、学業優秀な生徒に奨学金を支給します。また、市立高

校の定時制課程に在学する有職生徒等に対し、教科書購入費を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ●  
 

就学支援金・学び直し支援金 

所得等要件を満たす世帯については、就学支援金が認定され、高等学校等に在学する生徒の授

業料（の一部）に充てられます。また、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す

場合に、就学支援金の支給期間経過後も卒業までの間（最長２年）、学び直し支援金の認定を受け

れば、同様の支援が受けられます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ●  
 

高等教育の修学支援新制度 

学ぶ意欲がある学生が経済的な理由によって大学等への進学・進級をあきらめることがないよ

う、令和２年４月から授業料等の減免措置と給付型奨学金の拡充を併せて行う高等教育の修学支

援新制度が、国公私立大学等の制度対象校にて実施されています。本市は、制度対象校である横

浜市立大学の設立団体として、授業料等の減免に係る経費を負担しています。 

なお、国立大学及び私立大学については、制度対象校であれば当該校の授業料等の減免に係る

経費を国が負担しています。制度対象校かどうかは、文部科学省のホームページ又は当該校のホ

ームページ等で公表されています。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

     ●※ 
※大学等に通う学生を対象とした取組です。 
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【主要施策Ⅲ 生活基盤を整えるための家庭に対する支援】 
 

１ 施策の方針 
 子育て家庭の様々なニーズに対応した一時保育事業等や、育児に不安や課題等を抱える家庭

に対する支援等により、保護者の心身の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整え

ます。 

 生活基盤の弱い世帯等に対する経済的支援や就労支援等により、家庭の自立を促進します。 

 

２ 主な取組 
（１）安心して子育てをするための生活の支援 
 

多様な「保育・教育」ニーズへの対応 

保育所等での一時保育や乳幼児一時預かり、病児・病後児保育など、多様な保育・教育の場の確

保を通じて、保護者の様々な働き方への対応を図り、子育てに対する不安感・負担感を軽減する

ことで、子どもの健やかな育ちを支え、子どもを養育する保護者を支援します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ●    
 

横浜子育てサポートシステム事業 

人と人のつながりを広げ、安心して子育てができるよう、地域ぐるみの子育て支援や、仕事と

育児を両立できる環境をつくることを目的とした会員制の有償の支え合い活動です。会員相互の

信頼関係のもとに子どもの預け、預かりを行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ●    
 

産後母子ケア事業 

心身ともに不安定になりやすい産後４か月までの時期に、市内の助産所や病院・診療所を活用

しデイケア・ショートステイ・訪問型サービスを提供します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ●     
 

産前産後ヘルパー派遣事業 

家事・育児のサポートを必要とする妊婦及び５か月（双子以上の場合は１年）未満の乳児がい

る家庭を対象にホームヘルパーを派遣し、子育て負担の軽減を図り、安定した生活を送れるよう

支援します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ●     
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育児支援家庭訪問事業 

養育者の育児を支援することが特に必要と認められる家庭や出産後の養育について、出産前か

ら支援を行うことが必要と認められる妊婦に対し、継続的に訪問することで、適切な養育が行わ

れ、児童の健やかな育ちを支援します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ●  
 

養育支援家庭訪問事業 

児童虐待等の問題を抱え、児童相談所が継続支援を行っている養育者に対し、不安の傾聴、育

児相談・支援、家事援助、養育状況の確認等のため、養育支援家庭訪問員及び養育支援ヘルパーを

派遣し、虐待の再発防止等を図ります。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

横浜型児童家庭支援センター 

子育てにおいて支援が必要な家庭に対し、地域で安定した生活ができるよう、区福祉保健セン

ターや児童相談所と連携し、各区で相談支援や短期預かり等を一体的に行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

児童を養育する家庭において、保護者の疾病や子育ての疲れなどの理由により、児童の養育が

一時的に困難になった場合に、横浜型児童家庭支援センター等で、宿泊を伴う「ショートステイ」

や夕方から夜間にかけて預かりを行う「トワイライトステイ」などの短期的な預かりを行うこと

で、子どもや家庭への在宅支援の充実を図ります。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ●    
 

母子生活支援施設 

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭が、様々な事情から支援を必要としている場合に、

安心して自立に向けた生活を営めるよう、子どもと一緒に入所できる母子生活支援施設を運営す

るとともに、環境の改善に取り組みます。また、母子生活支援施設利用者が退所後においても安

定した生活を送ることができるよう、自立支援担当職員を配置し、退所後も世帯訪問及び電話相

談等のフォロー支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ●  
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（２）経済的支援 
 

児童手当 

児童を養育している家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長に資することを目的に、

当該児童の養育者に手当を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ●   
 

就学奨励事業 

経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学用

品費、学校給食費等を援助します。また、小学校及び中学校への入学準備金について、入学前の時

期に支給を実施します。小学校・中学校の個別支援学級に通学する方の経済的負担を軽減するこ

とを目的として、就学奨励費を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

小児医療費助成 

子どもが病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療の自己負担分を助成します（年齢

により、所得制限や一部負担金あり）。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ●   
 

一時保育事業や放課後児童育成事業等の利用料の減免 

一時保育事業や病児・病後児保育事業、放課後児童育成事業（放課後キッズクラブ、放課後児童

クラブ）等において、低所得世帯等に対する利用料の減免を行うことにより、経済的負担なく事

業を利用できる環境を整えます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ●    
 

助産制度 

出産費用を負担できない方（所得制限あり）が、衛生で安全に出産できるよう分娩費用の助成

を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

●      
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（３）就労や自立に関する支援 
 

生活保護 

生活困窮者に対し、国の定める基準でその困窮の程度に応じ、生活・教育・住宅・医療・介護・

出産・生業・葬祭の８種類の扶助費を支給し、最低限度の生活を保障し、自立の援助を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
 

被保護者自立支援プログラム事業 

区生活支援課に就労支援専門員を配置し、就労可能な生活保護受給者に対して、ジョブスポッ

トや無料職業紹介を活用し、求人情報の提供や求職活動の支援を行います。すぐに就労に結びつ

かない方に対しては、職業体験等を通し、就労への意欲を高める取組を行います。 

また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
 

生活困窮者自立支援事業 

区の生活支援課に自立相談支援員を配置し、自立に向けた支援計画の作成や、ジョブスポット、

無料職業紹介事業、就労訓練事業等を活用した就労支援、また、家計の見直しや収支バランスの

改善に向けた支援等、生活保護に至る前の段階からの包括的な支援を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
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コラム 
Vol.10 

生活保護と生活困窮者自立支援制度について 

【生活保護制度】 

私たちの一生の間には、さまざまな事情のために生活が苦しくなり、自分ではどうにもならなく

なることがあります。このようなときに、お困りの状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障し

ながら、自分たちの力で生活ができるように支援するのが生活保護の制度です。国が定める世帯の

人数や年齢などの基準により計算した月ごとの最低生活費と世帯の全収入とを比べて、収入が少な

い場合に、その少ない分について、保護を受けることができます。 

生活保護利用中は、担当ケースワーカーが家庭訪問や面接などを通じて、世帯の自立を側面的に

支援していきます。 

生活保護制度は、生活保護費の支給により経済的に生活を支えるとともに、日常生活の自立、社

会生活の自立、経済的な自立など、それぞれの世帯にあった自立を目指して支援を行う、国民の最

後のセーフティネットです。 
 
【生活困窮者自立制度】 

平成 27 年４月からスタートした生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階からお困

りの状況に応じて、就職活動の相談や家計の見直しなどにより、生活を立て直すことや生活の安定

を図ることができるよう支援する制度です。 

横浜市では全区の区役所生活支援課に、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度のご相談を一体

的に実施する窓口を設けて、いずれも担当の職員が個別の事情を踏まえて、ご本人と一緒に考え支

援していきます。 

また、令和元年度からは、地域の関係機関と協力し、窓口の相談につながりにくい方などの早期

支援を目指した地域ネットワーク構築支援事業を実施しています。制度周知や支援者の研修を行う

など、地域ごとの実情や環境に応じた多様な内容で実施することで、生活に困窮している方の自立

した生活を支えるためのネットワークづくりに取り組んでいます。 
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（４）住宅確保に関する支援 
 

市営住宅申込時の優遇 

中学校卒業程度までの子がいる世帯（子育て世帯）について、当選倍率を一般組より優遇しま

す。また子育て世帯に限定した募集区分を設けています。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ●   
 

子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事業（子育てりぶいん） 

子育て世帯の居住の安定を図るため、民間事業者が所有する子育て環境に適した良質な既存賃

貸住宅として横浜市が認定した住宅に対し､家賃の一部を助成します｡ 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

住宅セーフティネット事業 

民間賃貸住宅の空き室等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅（セーフティネット住宅）の登

録制度、セーフティネット住宅への経済的支援及び居住支援等により、住宅確保要配慮者の民間

賃貸住宅への入居の円滑化に取り組みます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
 

住居確保給付金（生活困窮者自立支援事業） 

離職や廃業等に伴い収入が減少し、生活にお困りの方に対して、家賃相当分を支給するととも

に、就労に向けた支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
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【主要施策Ⅳ 子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】 
 

１ 施策の方針 
 子どもの貧困の背景には経済的困窮に加え、両親の離婚や親との死別、外国籍であることに

よる言語の不自由さ、不登校やひきこもり、子どもや親の障害、家庭の養育力不足、DV な

どの様々な要因が影響しています。それらの課題が複合的に絡みあっていることを踏まえ、

多面的な支援に取り組みます。 

 

２ 主な取組 
（１）ひとり親家庭に対する支援 
 

母子家庭等就業・自立支援センター（ひとり親家庭等自立支援事業） 

ひとり親サポートよこはま（母子家庭等就業・自立支援センター）に就労支援員を配置し、児童

扶養手当を受給されているひとり親に対し、就労支援員が区役所相談窓口に出向き、マンツーマ

ンで相談を受け、一人ひとりに合わせた就労支援計画や書類の作成の支援をするほか、電話相談

を行う等きめ細かに求職活動を支援します。 

また、就職後も定着支援や、より経済力を向上させるような職に転職するための支援等も行う

とともに、離婚前からの相談や、ひとり親であることの悩みなど就労以外の相談についても、区

役所と連携しながら対応します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

自立支援教育訓練給付金事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

職業能力開発のため、介護ヘルパー等の一般教育訓練や、看護師等の専門実践教育訓練の対象

講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

高等学校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭の親又は児童が、より良い条件での就

業や転職へつなげるために高等学校卒業程度認定試験（高卒認定試験）の合格を目指す場合に、

その学び直しのための受講費用の一部を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
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高等職業訓練促進給付金事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、４年を

上限に修業期間中の生活の負担を軽減するため、生活費を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

日常生活支援事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

ひとり親になった直後の急激な生活環境の変化や病気、就職活動などにより一時的に家事・育

児等に困っている方に対し、日常生活支援事業としてヘルパーを派遣します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

ひとり親家庭思春期・接続期支援事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

親子ともに大きな生活の変化を迎える、中学生に進学した子を養育するひとり親家庭に対し、

進学への不安や教育費の確保などの悩みへ対応するため、子への学習支援と親への相談支援を実

施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

   ●   
 

養育費確保支援事業（ひとり親家庭等自立支援事業） 

養育費の確保が困難なひとり親家庭に対し、調停申立や公正証書の作成等にかかる費用（収入

印紙代や手数料等）の補助や養育費の立て替え払いの補助など、養育費の安定的な確保に向けた

支援を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

保育所等や一時預かり事業等の利用料減免 

保育所等や一時預かり事業等を経済的負担なく利用できる環境を整えるため、ひとり親世帯（児

童扶養手当受給世帯等）に対する利用料の減免を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ●     
 

児童扶養手当 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目

的として、手当を支給します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
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ひとり親家庭等医療費助成 

ひとり親家庭等の子ども及び親等が医療機関に受診したときに、保険診療の自己負担分を助成

します（所得制限あり）。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

母子父子寡婦福祉資金貸付 

母子・父子・寡婦世帯を対象に、技能習得資金や修学資金等の各種資金を無利子又は低利子で貸し付

けます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ● ● 

 

コラム 
Vol.11 

ひとり親家庭の子どもへの学習支援と親への相談支援 
～ひとり親家庭思春期・接続期支援事業～ 

家庭の経済状況に関わらず、子どもが等しく教育の機会を得るために、これまでも高校や大学進

学の際の給付金、奨学金など、支援制度を拡充してきました。しかしひとり親家庭では、子どもが

親に負担をかけまいとして進学をあきらめてしまったり、将来の選択肢を早くから自身で狭めてし

まう、という話を聞きます。また、子どもの教育にかかる費用の工面は、親にとって大きな悩みの

種です。 

家庭内の問題であっても、自分たちだけで解決できることばかりではありません。教育に関する

問題は親子で話し合うことはもちろん大切ですが、家族以外の誰かに話を聞いてもらったり、誰か

に相談に乗ってもらうことで解決できることもあります。 

ひとり親家庭思春期・接続期支援事業は、学習でつまづきやすい時期である中学１年生の子ども

がいる世帯を対象として令和２年度に開始しました。子どもへの学習支援と親への相談支援を同時

に行い、子どもには学習のフォローと生活上の悩みの相談を、親には子どもの将来に向けた教育費

の問題や、親自身が抱える生活上の問題について相談する機会をご提供します。親子の将来を考え

る良い機会になればと思っています。 
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（２）外国籍・外国につながる子どもへの支援 
 

保育所等における外国につながる子ども・家庭への支援 

保育所や幼稚園等における外国人の子どもの処遇向上のため、市基準の保育士や幼稚園教諭配

置数に加え、職員を雇用するための経費を助成します。 

また、外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器を新たに購入等す

るための初期費用の一部を補助します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ●     
 

ニーズに応じた外国籍等児童生徒への学校への適応支援、日本語指導 

児童生徒、保護者のニーズに応じて、日本語支援拠点施設「ひまわり」、「鶴見ひまわり」、「都筑

ひまわり（仮称）※」における来日初期の集中的な支援や、学校に設置される国際教室、資格を持

つ日本語講師、母語のできるボランティアなどにより学校への適応支援や児童生徒への日本語指

導を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
※令和４年度開設予定。 
 

多文化共生総合相談センター 

市内在住外国人等への一般生活に関する相談対応や、国際交流・ボランティア活動・外国人支

援などの市民活動についての情報提供等を行います。また、専門的な情報提供が必要であると判

断した場合は、適切な専門機関を紹介するなどの対応を行っています。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 
 

国際交流ラウンジ 

市内在住の外国人のための生活情報提供、相談を多言語で実施するとともに、日本語教室の開

催、通訳ボランティアの派遣、日本人との交流活動などを行っています。市民活動団体、NPO 法

人、公益財団法人などにより運営され、多くの市民ボランティアが協力しています。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

● ● ● ● ● ● 

  



 

83 

第
４
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
取
組 

 

コラム 
Vol.12 

外国につながる子どもの多い区の国際交流ラウンジ 
における取組（Rainbow スペースとにじいろ探険隊） 

中区の「Rainbow スペース」は、外国につながる若者（主に中学生～大学生等）の居場所とし

て、なか国際交流ラウンジの事業として平成 30（2018）年から開催しています。国を跨ぐ経験

や葛藤・悩みをもつ若者たちに将来の可能性を広げて

もらうため、研修や体験による人材育成、中高生への学

習支援、情報発信や映画製作等の表現活動などを行い、

若者の自主活動の拠点となっています。企画・運営は、

「中区・外国人中学生学習支援教室」の卒業生を中核メ

ンバーとした、外国につながる若者たちのグループ「に

じいろ探険隊」が行っています。学習支援等を通じて、

子どもたちが行政・地域とつながり、支援を受ける側か

ら支援する側へと成長することで、助け合いの好循環

を生み出しています。 

 

（３）不登校児童生徒への支援 
 

ハートフルフレンド家庭訪問 

家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒に対して、心理を専門的に学ぶ大学生・大学院生が定

期的に家庭訪問を行い、会話や遊び等、児童生徒にあった諸活動を通じて、社会的自立に向けた

支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

ハートフルスペース 

週１～２回通室し、支援員との創作活動や軽スポーツ活動等を通じて、不登校状態にある児童

生徒の自己肯定感と相互の信頼関係を育むとともに、社会的自立に向けた相談・指導を実施しま

す。また、児童生徒の保護者同士の情報交換会を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

ハートフルルーム 

不登校児童生徒の基本的な生活習慣の確立、基礎学力の獲得、学校生活への適応等を図り、社

会的自立に向けた支援・相談を行います（原則として、ハートフルスペースへの通室を経てから

の入室となります）。また、児童生徒の保護者同士の情報交換会を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

  

「2018 年中区多文化フェスタでの活動発表」 
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アットホームスタディ事業 

ひきこもり傾向にある不登校児童生徒を対象に、オンライン学習教材のアカウントを発行し、

家庭での学習機会の確保及び学習の定着を目指します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

特別支援教室等を活用した不登校傾向にある生徒への支援 

在籍級には登校できないものの、別室であれば登校できる生徒を対象として、特別支援教室等

に不登校生徒への対応の経験が豊富な教員経験者等を配置し、校内の教科担当による指導や ICT

教材の活用等により、一人ひとりの状況にあった支援を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

   ●   
 

フリースクール等の民間教育施設との連携 

民間教育施設への委託により、訪問員が不登校児童生徒の家庭を訪問してオンライン学習教材

を活用した学習支援等を実施するとともに、浦舟複合福祉施設を活用した不登校児童生徒への支

援を実施します。また、民間教育施設と連携し、協働事業等を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
 

不登校児童生徒支援コーディネーター 

不登校児童生徒支援コーディネーターの配置により、児童生徒の多様な学びの場の確保や社会

的自立に向けて、学校や教育委員会、フリースクール、保護者等との情報交換や連携を促進しま

す。また、保護者の会への訪問や保護者へのヒアリングを通じて、ニーズを把握し、一人ひとりの

状況にあった支援の充実を図ります。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

  ● ●   
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（４）社会的養護を必要とする子どもへの支援 
 

里親・ファミリーホーム委託の推進 

様々な理由により家庭で暮らすことのできない児童が、家庭と同様の環境である里親やファミ

リーホームで養育されるよう、里親等の担い手の確保及び育成を行い、委託を進めます。また、里

親や養子縁組等の家庭養育をより一層推進するため、制度が広く市民に認知されるための広報・

啓発を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

 ● ● ● ●  
 

施設等退所後児童に対するアフターケア事業 

施設等を退所した児童の孤立を防ぎ、自立につなげていくため、訪問等により個々の状況を継

続的に把握し、生活全般や住まい等の相談支援を実施するとともに、資格等取得、大学等初年度

納入金及び家賃の支給等、進学・就職後のフォローアップを行います。 

また、施設退所者等が気軽に立ち寄り、相談したり、情報提供を受けたりできる居場所である

「よこはま Port For」を運営し、必要に応じて個別支援につなげていきます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

   ● ● ● 
 

資格等取得支援事業 

施設等退所後、経済的事情で支援を必要とする児童に対し、運転免許やヘルパーなど就職に必

要な資格取得のための費用や、専門学校・大学等に進学する際の初年度納入金及び家賃を支給し

ます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ● 
 

自立援助ホーム事業 

義務教育終了後に児童養護施設等を退所し、自立生活を目指す児童に対して、共同生活の中で

就労・就学支援等を行い、自立と生活の安定に向けた援助を行う自立援助ホームを運営するとと

もに、心理担当職員を配置し、心理面からの自立支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ● 
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コラム 
Vol.13 

施設等退所後児童に対する支援 

施設等へ入所する児童は原則 18 歳の年度末を迎えると施設を退所になります。引き続き支援が

必要な場合は自立援助ホーム7へ入所し自立に向けた支援を受けることができますが、多くの児童

は親族等からの支援を受けることができない状況のなか自立した生活を求められます。 

本市では、これらの児童が退所後も安心・安定した生活が送れるよう、事業を担う支援機関や施

設等が連携し、施設入所中から退所後の生活を見据え、自立に向けた支援を行っています。 
 

具体的には、次のような取り組みをおこなっています。 

 気軽に交流できるフリースペース「よこはま Port For」の運営 

 入所中、退所後の生活相談、情報提供、仕事や学業継続のための支援、イベントを通した交

流等の実施 

 携帯メール等を活用したイベントに関する情報や生活に役立つ情報などの配信 

 アパート探しの情報提供、不動産店へ同行するなど、住まいの確保のための支援 

 入所中から、施設等の関係機関が連携し継続支援計画の作成 
 

また、資格等取得支援事業として、就職等に必要な資格取得にかかる費用の補助や、児童が経済

的な理由により、進学を諦めることが無いよう大学等進学の際にかかる費用の支援を行っていま

す。 

 

（５）困難を抱える子ども・若者への支援 
 

青少年相談センター事業 

ひきこもりや不登校など、若者が抱えている様々な問題について、電話相談や来所相談、家庭

訪問、グループ活動などを通じ、社会参加に向けた本人及び家族への継続的な支援等を行います。

また、若者支援に携わる関係機関及び団体を対象に研修を実施し、支援者のスキルアップを図り

ます。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。 
 

地域ユースプラザ事業 

地域ユースプラザ（市内 4 か所）は、青少年相談センター及び若者サポートステーションと連

携し、ひきこもり等の様々な困難を抱えている若者に対し、総合相談、居場所の提供、社会体験・

就労体験プログラムなどを通じて自立支援を行います。 

また、支援につながっていないひきこもり等の若者を支援につなげるため、地域ユースプラザ

の相談員が各区に出向いて、専門相談及びセミナー・相談会を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。  

 
7 15 歳～22 歳までの間、就労や就学等により自立を目指す施設 
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若者サポートステーション事業 

働くことに自信が持てない、仕事の選び方が分からないなどの不安や悩みを抱えている若者と

その保護者を対象とした個別相談、就労セミナー、職場体験プログラム等の支援を提供します。 

また、若者サポートステーション利用者のうち、経済的支援が必要な若者に対し、就労に向け

た資格取得に係る支援を行います。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。なお、「サポステ・プラス」（愛称）として、40 歳から 49 歳までの方も対

象としています。 
 

生活困窮状態の若者に対する相談支援事業 

若者サポートステーションを利用する若者のうち、生活困窮状態にあり、複合的な課題を抱え

る若者に対する相談支援を行います。 

また、就労が困難な生徒を多く抱える高校に対し、職業意識の醸成やキャリア形成を図る支援

を行うため、学校との連携のもと、定期的に出張相談等を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。 
 

よこはま型若者自立塾 

長期にわたって不登校、ひきこもり状態にあった若者などを対象として、それぞれの状況に応

じて通所や宿泊等によるプログラムを提供し、低下した体力を回復するための体力づくりととも

に、生活リズムの立て直しや他人との関わり方など、生活改善に向けた支援を実施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。 
 

若年無業女性への支援 

若年無業の女性の中でも、特に就労や人間関係の構築に困難を抱える方に対し、就労支援を実

施します。 

ライフ 
ステージ 

妊娠・出産期 乳幼児期 小学生 中学生 高校生世代 20 代前半の若者 

    ● ●※ 
※39 歳までの若者を対象とした取組です。 
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横浜市青少年相談センター（ひきこもり地域支援センター） 

青少年相談センターでは、不登校やひきこもりなど青少年に関する様々な問題について、電話相

談、来所相談、家庭訪問、グループ活動を通じ、青少年や家族の方々をサポートしています。 

平成 21 年度から国のひきこもり地域支援センターとして、ひきこもり支援を推進してきまし

た。令和４年度からは、健康福祉局と連携し、ひきこもり地域支援センターの体制を強化し、切れ

目なく全ての年代の方に寄り添った支援に取り組みます。 
 
＜支援事例＞ 

相談はご家族の相談から始まることも少なくありません。子どもから拒否をされることが怖く

て、相談をしていることを言えずに、母親のみの相談から始まった事例を紹介します。 

いじめをきっかけに不登校になった A さんへの関わりについて、母親と相談員とで考え、またど

のように青少年相談センターを知ってもらえると A さんに受け入れやすいか丁寧に検討しました。

その結果、相談員から A さんにお会いしたいという内容の手書きの手紙を母親から手渡してみる

ことにし、青少年相談センターの様子や相談員の似顔絵も添えました。何度か手紙を受けとった A

さんは、相談員に会ってみると話してくれたため、家庭訪問をすることになりました。家庭訪問は、

じっくり信頼関係を築くことを意識して行いました。A さんの好きなゲームを一緒にする、近くの

公園まで一緒に外出することを繰り返すうちに、少しずつ相談員との関係を作ることができ、A さ

んは青少年相談センターで行っているグループ活動にも興味を持つようになりました。緊張感をほ

ぐすため、まずは一緒に青少年相談センターまで数回来所し、短時間のグループ活動の見学から始

めました。途中、他の利用者からどう見られているのか気にしてしまい、参加を迷うこともありま

した。A さんから卓球なら、なじみがあると話が出たため、卓球プログラムの日に、相談員も一緒

に入りながら、他の利用者と初めて一緒に活動を行うことができました。徐々に同世代と交流がで

きるようになったことが自信につながり、継続して参加するようになり、今では段々と自分から他

の利用者に話しかけられるようになってきています。 
 

＜スタッフの心構え＞ 

似ているように見えても若者が抱えている困難は一人ひとり状況が異なります。それぞれの課題

について一緒に考えていくことが重要だと考えています。 

中にはエネルギーの消耗と回復を繰り返しながら、ゆっくりと時間をかけて回復をしていく方も

います。逆戻りに感じる様子があっても、粘り強く関わり続けながら、若者の興味やタイミングに

合った、多様なきっかけを用意しておくことを大切にしています。 
 

＜利用者の声＞ 

自分一人では考えがぐるぐる回って、なかなか動き出すのが難しか

ったです。家族以外の人に漠然とした悩みを話すことができて、困った

ことが少しずつ頭の中で整理され、客観的に自分を捉えられるように

なりました。グループ活動では、プログラムに参加しなくても、ただそ

こに居るだけでも良いのですよとグループ担当のスタッフに言われ、

受け入れられた感覚を持つことができて嬉しかったです。 

 

※写真はイメージです 




